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事故米後も繰り返されるクズ米混米
――ＪＡＳ表示見直し 後ろ向きに転じた消費者庁

米の検査規格の見直しを求める会
大潟村農業委員  今野　茂樹

　「米の検査規格の見直しを求める会」は、ネオニ
コチノイドなどの過剰な農薬使用を助長する農産物
検査法の廃止を求めている会です。最近では、活動
の重心を同検査法からＪＡＳ法に移しています。理
由は大きく三つあり、①2008年の事故米事件で非食
用米の不正転売や混米が明らかになったが、その後
も安いクズ米や古米の転売や混米が消費者に知らせ
ることなく、事件前と変わらずに繰り返されている
こと、②格上げ混米の隠れ蓑になっているのがＪＡ
Ｓ「複数原料米」表示であり、③ＪＡＳ表示の見直
しが、結果として農産物検査法の無効化につながる
と考えているためです。

増え続ける「格上げ混米」

　転売や混米が繰り返されるクズ米とは何か。農家
が玄米を１等米基準に調製する際、米粒の大きさを
一定にするためにふるいにかけます。そして、ふる
い目から下に落ちた未熟粒や障害粒などをクズ米と
いい（ふるい下米＝低品位米）、品質は農産物規格『規
格外』に相当します。多くは無記名・無記載のまま
流通し、仮に生産者名やＪＡの記載があってもそれ
は任意に書かれたもので、記載を求める法律は存在
しません。一般玄米の１／４～２／３の値段で取り
引きされ、年間60万ｔ前後流通しています。
　このような低品位米を旧食糧管理法は「特定米穀」
と呼んで、通常の「米穀」とは区別していました。
農水省の推計によれば米菓や味噌、酒造用等の原料
として20万～30万ｔ、また専門業者によって「中米」
と呼ばれる米粒が抜き出され、主食用増量材として
30万～40 万ｔが使用されています。近年のデフレ経
済の中で低価格米の需要が増えたことに伴い、主食
用の割合が増えています。
　問題なのは、素性不明の規格外米でありながら、

増量材として使用しても「複数原料米・国内産10割」
と正規のＪＡＳ表示ができ、品質が保証されている
かのように見えてしまうこと。また素性不明である
ため、事故米事件のような事態が再び起きた場合、
流通経路を遡り原因を特定することが不可能である
こと。このように重大な問題を抱えていながら何も
問題がないかのように、毎年数十万ｔも消費される
ことこそ異常で実に不可解なのです。
　当然、こうした状況を疑問視する意見は過去、何
度も上がっています。しかし改善が進むどころか、
むしろ規制緩和と称する政策が繰り返され、不透明
な格上げ混米は増えているのが実情です。

繰り返されたふるい下米の“規制緩和”

　政府はこの問題をどう扱ってきたのか。“規制緩
和第一弾”となったのが95年の食糧法で、特定米穀
と米穀の区別が撤廃され、低品質米を主食用米とし
て堂々と販売できる下地ができています。それでも
まだ、食糧法「精米品位基準」が基準を満たさない
精米の販売を禁止していたため、格上げ混米はある



11NEWS LETTER Vol.80

程度抑止されていました。しかしその品位基準もそ
の後、規制緩和第二弾によって次のように削除とな
ります。
　旧食糧庁『米の表示等についての検討会』は2002
年、低品質米問題を取り上げ、①消費者が低品質米
を判別可能とする表示の必要性、②精米品位基準を
２倍厳しくする案の検討を行っていました。しかし
これらはなぜか実現せず、その代わりに2004年、米
穀公正取引推進協議会という任意団体によって『米
穀の品質表示ガイドライン』が作られ、食糧法の品
位基準は削除されています。つまり、格上げ混米を
厳しくする基準案は、逆に遵守義務のない民間ガイ
ドラインに変わったわけです。
　特定米穀の区別をなくし、販売禁止事項も削除。
こうした事実を見れば、単に業者が低品質米を混合
しているだけでなく、それをサポートする政策が数
年かけて作られていたことが分かります。業・官連
携による	“ふるい下米混米制度”ができあがったわ
けです。

消費者庁調査に生じた疑義

　こうした過去の経緯をご理解いただいた上で、現
在進行中の内閣府食品表示部会の審議に目を向けて
みます。
　2009年10月、当会は設立後間もない消費者庁を訪
れ、「安いクズ米や古米を混ぜても表示義務がない
のはおかしい」「検査を受けないと品種や産年、産
地を表示できないのは、他の農産物との整合性がな
い」などと、米の表示基準を見直すよう申し入れま
した。それに対し当時の相本浩志食品表示課長らは、
		「農水省にいた当時、消費者からクレームがあり、
調べたらクズ米が混じっていた。そういう実態があ
ることは知っている」
と応じ、パブリックコメントを行うので意見書を出
すように我々を促したのです。そして2010年、実際
に意見書を出すと、それらは内閣府食品表示部会で
審議対象となりました。この時点までは、食品表示
課は見直しに本気だったと考えています。
　しかし、その後、相本氏の後任課長に代わってか
らは後ろ向きに転じ、食品表示部会での説明や報告
には疑義を感じるものが多く、信用できないと感じ
ています。

　具体的には、ふるい下米は未検査米でありかつ規
格外相当品という明確な特徴があるので、もし精米
工場で原料米として使っていれば外観からも容易に
見分けがつきます。ところが、同課の調査報告には
未検査米に関する言及が一切無く、検査米が適切に
使用されていたと報告し、他にも、未検査米を混合
する精米工場があったにもかかわらず次のように報
告しています。
		「調査した工場では、原料玄米の投入段階以降で、
玄米及び精米などを混入する工程はなかった」
　このように、同課の報告には数十万ｔのふるい下
米がどこで発生（もちろん、農家ですが）し、消費
されているのか実態が全く表れていないのです。こ
うした報告に疑問を持ち、同課に次のような照会を
行いました。①未検査米を使用する精米工場は無
かったのか、②もしあったとすればどの段階で混合
されるか。すると同課は、当初、文書での回答に難
色を示し、しつこく回答を迫ってようやく次のよう
な回答を得ました。
		「未検査米を使用することはあるそうです」「原料
玄米の最初の投入段階で、複数原料米を同時に投入
することになります」「等級等については調査して
いません」
　つまり、実際には未検査米を使用する工場があり、
混合する工程があったのに、報告ではそれがないか
のように印象づけようとし、委員の誤解を招くよう
な表現を意図的に使っていたのです。委員会を欺き、
ひいては国民を欺くものであり、調査そのものの信
頼性が疑われます。もし本当に未検査米を混合して
いる事実に気づいていかなかったとしても、やはり
調査が不十分だったといわざるを得ず、いずれにし
ても実態調査のやり直しは不可欠です。
　こうした食品表示部会の審議を見ると、舞台が農
水省から消費者庁に移っただけで、2002年の検討会
と似た経過を辿ろうとしているようにみえます。
　数十万ｔの低品質米に群がり利益を得ている「シ
ロアリ」のような人々が実在することを直視する必
要があり、極一部の人にのみ有用なＪＡＳ表示とな
らないよう、我々市民グループがしっかりとチェッ
ク機能を果たし、消費者庁の言動には疑義があるこ
とを訴えて行かなければなりません。
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の木々にも芽生きの様子がうかがえる。
　３月。里の花は、梅から桃に変わり、山
全体が薄緑色に、ふあっと膨む。山笑う、
である。
　４月。月の変わりを知っているかのよう
に、若葉は一斉に背を伸ばし、山は輝きを
増す。里の桜に負けじと山桜がそこかしこ
にまるで闇の中の狐火のように光る。一年
のわずかな日にちだけ己の存在を誇示して
いるかのようだ。
　春嵐が過ぎると、一気にその花びらは飛
ばされ、山桜は跡かたもなく姿を消す。そ
れに代わって山藤のふじ色がみずみずしい。
新緑が、淡い色のソフトクリームのように
浮き上がり、それが日差しに映えてやがて、
青葉若葉の５月に移る。
　山がかすんで見えるのは、黄砂のせいか。
県庁所在地松江から10キロしか離れていな
い島根原発の放射能は・・・見えないが。

病床六尺

　明治35年（1902年）、34歳で没した俳
人正岡子規。「病床六尺、これが我世界であ
る。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎ
るのである」と書いている。そして、病床
から見える庭の景色のみか、自身の肉体や
精神までをも感傷を入れないで客観的に写
生している。
　それに比べて、健康な（自分ではそう思っ
ている）現代人は、朝から夜遅くまであわ
ただしく立ち働き、季節の移り変わりや、
世の人々や自分自身を、客観的に描写する
ことや洞察をするいとまもなく、ただ時間
に押し流されているようだ。そこで、この
春は、子規になったつもりで、自室の窓か
ら見える島根の山々の移り変わりなどを描
写してみた。
　２月。冬の風は、まだ冷たいが立春とも
なると春の日差しになる。葉を落とした山

ＮＥＷＳ
◎活動報告（13/03〜13/04）
03月11日　斑点米・くず米問題学習会
03月13日　放射能ＰＴ編集会議
03月14日　運営委員会
03月22日　加藤修一参議院議員へ農薬問題
の政策提言の説明
03月25日　院内集会「日本における持続可
　能な農薬管理・規制をめざして」
　　　　　　放射能 PT 編集会議 
04月10日　ホームページリニューアル
04月11日　運営委員会
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　いつも国民会議の活動にご理解とご支援をいただきありがとうございます。
　当会の会期は毎年6月1日から翌年5月31日です。当期（第15期）の会費を
まだお支払いただいていない方に、今回のニュースレターに「会費お支払のお
願い」と振込用紙を同封させていただきました。5月31日までにお振込みいた
だけますと大変助かります。
　また1期分以上お支払いただけていない会員の方々へも未納分の総額が分か
るご案内を差し上げています。どうぞこの機会にお支払いをお願いいたします。
　当会の活動は外部からの助成金と皆様の会費・カンパによって支えられてい
ますが、安定的運営のためには会員の皆様からの会費が支えです。ぜひ会員拡
大のご協力をよろしくお願い申し上げます。

◎今期会費のお支払と会員拡大へのご協力のお願い


